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表紙

証券コード：8700

第84期　定時株主総会

招集ご通知
　

株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）またはインターネットにより議決
権を行使くださいますようお願い申し上げま
す。
議決権行使期限
2026年６月23日（火曜日） 午後５時まで

開催日時
2026年６月24日（水曜日） 午前10時
受付開始：午前９時

開催場所
名古屋市東区武平町5－1
名古屋栄ビルディング 12階 大会議室

議　　案
第1号議案 取締役（監査等委員である取

締役を除く。）4名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名

選任の件
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ごあいさつ

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、新たに株主となられた皆様におかれましても、心より御礼申し上げます。

当社第84期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）定時株主総会招集ご通知を
お届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

　当社はこれまで、地域に密着した対面営業を通じて、お客様と資本市場をつなぐ役
割を担ってまいりました。
外部環境が大きく変化する中においても、「顔が見える信頼」「顔が見える安心」を
大切にし、お客様一人ひとりの資産形成・資産運用に貢献する証券会社としてのビジ
ネスモデルの確立を目指してまいります。

　当期より、2025年4月から2028年3月までの3年間を対象とする≪中期経営計画≫
をスタートさせ、「資産運用の高度化」「資産形成支援の強化」「世代間の円滑な資
産承継」を重点施策に掲げ、お客様の多様なニーズにお応えできる体制の構築を進め
ております。
具体的には、従来からのマーケット対応に加え、「家族サポート証券口座」や「有価
証券を活用した贈与スキーム」の活用を通じて、世代間にわたる資産の助言および支
援に取り組んでおります。

　当社は、基本理念『未来の安心のために』のもと、今後も持続的な成長と企業価値
の向上に一層努めてまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。

2026年6月

代表取締役社長
鈴木 卓也

基本理念
『未来の安心のために』

お客様へ　  堅実な資産形成と喜びを
株主様へ　  永続的な成長と喜びを
従業員へ　  考え働く幸福と喜びを
社　会へ　  地元愛知への貢献と喜びを

ごあいさつ
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招集ご通知

株 主 各 位 証券コード  8700
（発送日）2026年６月9日

（電子提供措置の開始日）2026年6月2日
名古屋市中区新栄町二丁目4番地

丸八証券株式会社
代表取締役社長　 鈴木　卓也

第84期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第84期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置を
とっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　当社ウェブサイト
　https://www.maruhachi-sec.co.jp/　にアクセスいただき、
メニューより「IR情報・電子公告」の「株主・投資家の皆様へ」を選択いただき、ご確認ください。また、電子提供
措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下より
ご確認ください。

　東京証券取引所ウェブサイト (東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show　にアクセスいただき、
「銘柄名(会社名)」に「丸八証券」又は「コード」に当社証券コード「8700」を入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」よりご確認ください。

　なお、当日ご出席されない場合は、書面(郵送)またはインターネットによって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、４頁から５頁のご案内に従って、2026年6月23日(火曜日) 　
午後5時までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。
＜書面（郵送）による議決権行使の場合＞
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限まで
に到着するようご返送ください。
＜インターネットによる議決権行使の場合＞
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわ
せてお送りする議決権行使書用紙に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内
に従って、議案に対する賛否を上記行使期限までにご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認
くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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招集ご通知

■1 日　　時 2026年６月24日（水曜日）午前10時
（受付開始時刻は午前9時を予定しています。）

■2 場　　所 名古屋市東区武平町5－1
名古屋栄ビルディング 12階 大会議室

■3 目的事項 報告事項 第84期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件

決議事項 第1号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
第2号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

■4 議決権行使についての
ご案内

　書面（郵送）により議決権行使をされた場合の議決権行使書において、各議案につき賛否の表示が
ない場合は、「賛」の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
　インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行
使としてお取り扱いいたします。
　書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議
決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
　４頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
　なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおい
て、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

株主総会ご出席の株主様へのお土産はございません。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

記

以　上
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招集ご通知

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年6月24日（水曜日）
午前10時（受付開始:午前9時）

2026年6月23日（火曜日）
午後5時到着分まで

2026年6月23日（火曜日）
午後5時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法
議 決 権 行 使 書

御中
　○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○

1. ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

3.

4.

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

2.
議 決 権 の 数
　　　　　　　　個

○年○月○日

株式会社○○○○

株式会社○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○

※議決権行使書用紙はイメージです。
第１号議案・第２号議案について
全 員 賛 成 の 場 合 →賛 に○印
全 員 反 対 の 場 合 →否 に○印
一 部 候 補 者 に
反 対 の 場 合 →賛 に○印をし、反対する候補者

番号を下の空欄に記入
※‌�各議案につき賛否の表示がない場合は、「賛」の表示があったものとしてお取

り扱いします。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力するこ
となく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
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取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

候補者番号
所有する当社の株式数 …………………3,700株
在任年数 ……………………………………… 5年
取締役会出席状況 ……………………… 11/12回1 すず

鈴
き

木
 

　
たく

卓
や

也 (1966年2月24日)

再 任
　

「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」
1990年　4月 東京証券㈱（現 東海東京証券㈱） 入社
2007年 　 2 月 東海東京証券㈱ 瀬戸支店長
2009年10月 同社 ミッドランド・プレミアサロン支店長
2010年　4月 同社 ミッドランド・プレミアオフィス部長
2012年　4月 同社 京都支店長
2014年　4月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 執行役員ビジネス戦略グループ副担任 兼 ビジネス戦略部長
2015年　4月 東海東京証券㈱ 執行役員 ダイレクトチャネル本部長
2016年　4月 同社 常務執行役員 営業支援本部長
2017年　4月 ㈱ETERNAL 代表取締役会長
2019年　4月 東海東京証券㈱ 専務執行役員 リテールカンパニー長
2020年　5月 同社 専務執行役員 ウェルスマネジメントカンパニー長
2021年　4月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 顧問
2021年　6月 当社 顧問
2021年　6月 当社 代表取締役社長（現任）

(選任理由)
　鈴木卓也氏は、証券業界での豊富な実務経験や知見に加え、当社の代表取締役社長に就任以来、経営方針
や営業戦略の決定およびその遂行において会社全体を牽引し、当社の企業価値向上に努めてまいりました。
お客様本位の業務運営を実践し、さらなる企業価値向上のため、取締役候補者といたしました。

　

株主総会参考書類

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）全員（４名）は、本総会終結の時をもって
任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案について、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者の選任について賛同しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

6
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取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

候補者番号
所有する当社の株式数………………… 400株
在任年数…………………………………… １年
取締役会出席状況 ………………… 10/10回2 すず

鈴
き

木
 

　
ま さ

雅
ひ と

人 (1966年1月23日)

再 任
　

「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」
1988年　4月 丸万証券㈱（現 東海東京証券㈱） 入社
2005年　9月 東海東京証券㈱ 横須賀支店長
2007年　4月 同社 岐阜支店長兼投資アドバイザー課長
2009年1 0 月 同社 リテールカンパニー長付部長
2010年　4月 同社 ウェルスマネジメント部長兼ウェルス企画Ｇグループリーダー
2012年　4月 同社 岡山支店長
2014年　4月 同社 本店プレミア部長
2016年　4月 同社 オルクドール一部長
2017年　4月 西日本シティＴＴ証券㈱　執行役員 営業本部長
2020年　5月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱　執行役員　参事
2021年　4月 同社　執行役員　戦略企画グループ　提携事業推進担当
2022年　4月 同社　執行役員　戦略推進グループ副担任
2022年1 0 月 浜銀ＴＴ証券㈱　代表取締役副社長
2025年　4月 当社 副社長執行役員　お客様本部・商品本部管掌
2025年　6月 当社 代表取締役副社長（現任）

(選任理由)
　鈴木雅人氏は、証券業界での豊富な実務経験や知見に加え、経営者としての経験を有しており、それら経
験等を活かして業務執行していただくことが、当社の企業価値の向上に資すると判断し、取締役候補者とい
たしました。
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取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

候補者番号
所有する当社の株式数 ……………………… －株
在任年数………………………………………… 2年
取締役会出席状況 ……………………… 10/12回3 な か

中
む ら

村
 

　
あ き

昭
ひ こ

彦 (1959年11月21日)

再 任

社 外

独 立
　

「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」
1982年　4月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行
2009年　5月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）　リテール拠点部(名古屋) 部長(特命担当)　中部エリア支店担当
2009年　6月 同行　執行役員　中部エリア支店担当

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　執行役員　中部エリア支店担当
2010年　5月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）　執行役員　名古屋営業本部　名古屋営業第二部長
2012年　5月 同行　常務執行役員　中部エリア支社担当
2015年　5月 同行　常務執行役員　東日本エリア支社担当並びにトランザクションバンキング本部副本部長

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　常務執行役員　受託財産連結事業本部副本部長
2016年　5月 同行　専務執行役員　東日本エリア支社担当並びにトランザクションバンキング本部副本部長

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　常務執行役員　受託財産連結事業本部副本部長
2018年　5月 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 副頭取執行役員 中部駐在
2018年　6月 同行　取締役副頭取執行役員　中部駐在
2019年　4月 同行　取締役副頭取執行役員　中部駐在　兼　名古屋営業本部長
2022年　4月 同行　取締役副頭取執行役員
2022年　6月 同行　常任顧問
2022年　6月 中部国際空港㈱　社外取締役（現任）
2023年　6月 東邦ガス㈱　社外監査役（現任）
2024年　6月 当社　社外取締役（現任）

東海テレビ放送㈱　社外監査役（現任）
テレビ愛知㈱　社外取締役（現任）

2025年　4月 ㈱三菱ＵＦＪ銀行　顧問（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行　顧問
東邦ガス株式会社　社外監査役
中部国際空港株式会社　社外取締役
テレビ愛知株式会社　社外取締役
東海テレビ放送株式会社　社外監査役

(選任理由および期待される役割の概要)
　中村昭彦氏は、長年にわたり金融機関の経営に携わり、金融に関する豊富な経験、知識を有しておりま
す。同氏においては、当社のコンプライアンス体制ならびにガバナンス体制の強化について、取締役の職務
執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

候補者番号
所有する当社の株式数 ……………………… －株
在任年数………………………………………… 6年
取締役会出席状況 ……………………… 12/12回4 やま

山 
だ

田　
ひさ

尚 
たけ

武 (1964年8月1日)

再 任

社 外

独 立
　

「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」
    1992年    4月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）弁護士登録
    1996年    4月 しょうぶ法律事務所 開設
    2002年    4月 社団法人（現 公益社団法人）名古屋青年会議所専務理事
    2008年    4月 静岡大学法科大学院教授
    2012年    4月 愛知県弁護士会副会長
    2013年    6月 弁護士法人しょうぶ法律事務所 設立

2020年  6月 当社 社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
弁護士法人しょうぶ法律事務所　代表社員
リーガルAI株式会社　代表取締役
VTホールディングス株式会社　社外取締役

(選任理由および期待される役割の概要)
　山田尚武氏は、長年にわたり弁護士法人、事業法人の経営に携わるとともに、弁護士としての豊富な経験
と専門知識を有しております。同氏においては、引続き当該知見を活かして特に当社のコンプライアンス体
制ならびにガバナンス体制の強化について、専門家の観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をい
ただくことを期待しております。

　
(注) 1. 中村昭彦氏および山田尚武氏は、社外取締役候補者であります。

2. 鈴木卓也氏および鈴木雅人氏の「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」の欄には、当社の親会社である
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱およびその子会社・関連会社における、現在または過去10年間の業務執行
者であるときの地位および担当を含めて記載しております。

3. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　中村昭彦氏が顧問を務める㈱三菱UFJ銀行と当社との取引は軽微であり、特別の利害関係はありません。また、同氏が
社外取締役を務める中部国際空港㈱、テレビ愛知㈱、社外監査役を務める東邦ガス㈱および東海テレビ放送㈱と当社の間
に特別の利害関係はありません。また、山田尚武氏が代表社員を務める弁護士法人しょうぶ法律事務所、代表取締役を務
めるリーガルAI㈱および社外取締役を務めるVTホールディングス㈱と当社の間に特別の利害関係はありません。

4. 当社は、非業務執行取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、非業務執行取締役との間で、損害賠償責任を限定す
る契約を締結できる旨を定款で定めております。
　当社は、中村昭彦氏および山田尚武氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しており、両氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

　その契約内容の概要は次のとおりであります。
・非業務執行取締役が当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を

負う。
・上記の責任限定が認められるのは、非業務執行取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過

失がないときに限るものとする。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の

内容の概要は、招集ご通知25頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、各候補者は、当該保険契約
の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま
す。

6. 当社は、中村昭彦氏および山田尚武氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお
り、両氏が再任された場合には、引き続き独立役員として指定する予定であります。

7. 中村昭彦氏が取締役を務めていた株式会社三菱UFJ銀行は、同行が属するMUFGグループの証券会社等との間の不適切な
顧客情報共有、法人関係情報の管理態勢不備及び銀行に認められていない有価証券関連業の実施に関して、金融庁から業
務改善命令を受けました。

10
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監査等委員である取締役選任議案

第2号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号
所有する当社の株式数 ………………… 600株
在任年数 ……………………………………  2年
取締役会出席状況 …………………… 12/12回1 す ず

鈴
き

木
 

　
ま さ

正
み

己
 

 (1968年7月31日)

再 任
　

「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」
1987年　4月 丸万証券㈱（現 東海東京証券㈱） 入社
2018年　4月 東海東京証券㈱　コンプライアンス企画部長　兼　企画Ｇグループリーダー
　　　　　　　東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱　総合リスク・コンプライアンス部付部長
2019年　4月 東海東京証券㈱　コンプライアンス企画部長　兼　ＦＤ推進部
2021年　4月 同社 執行役員　コンプライアンス部門長
2023年　4月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱参与　監査部長
2024年　4月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 顧問
2024年　6月 当社 顧問
2024年　6月 当社 取締役常勤監査等委員（現任）

(選任理由)
　鈴木正己氏は、証券会社での豊富な経験と幅広い知識を有し、フィデューシャリー・デューティー、コン
プライアンスおよび監査業務に精通しており、業務執行に関する適切かつ的確な助言をいただけるものとし
て監査等委員である取締役に選任をお願いするものであります。

　

　監査等委員である取締役３名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である
取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

11
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号
所有する当社の株式数 …………………… －株
在任年数 …………………………………… 2年
取締役会出席状況 …………………… 12/12回2 ひ ろ

広
い

井
 

　
み き

幹
や す

康
 

 (1955年9月21日)

再 任
社外
独立

　

「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」
1979年　4月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
2003年　5月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）五反田法人営業部長 兼 五反田支店長
2004年　6月 同行　リテール営業部長
2006年　6月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）執行役員　証券仲介営業部部長（特命担当）
2008年　4月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ　執行役員　監査部長
2010年　6月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）　常勤監査役
2014年　6月 東栄㈱　代表取締役社長
2017年　6月 ㈱エスカ　代表取締役社長
2024年　6月 当社 社外取締役監査等委員（現任）

(選任理由および期待される役割の概要)
　広井幹康氏は、金融業界での豊富な実務経験や知見に加え、取締役および監査役としての豊富な経験を有
しており、それらを活かし、適切な助言等をいただけるものとして監査等委員である社外取締役に選任をお
願いするものであります。
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号
所有する当社の株式数 …………………… －株
在任年数 …………………………………… 1年
取締役会出席状況 …………………… 10/10回3 お

小
が さ

笠
わ ら

原
 

　
し ゅ

修
ぶ ん

文
 

 (1972年10月28日)

再 任
社外
独立

　

「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」
1998年 10月 監査法人伊東会計事務所　入所
2001年　1月 中央青山監査法人　入所（監査法人伊東会計事務所と中央青山監査法人が合併）
2002年　5月 公認会計士登録
2006年　7月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）　入所
2017年　7月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人）　パートナー
2022年　7月 同法人　名古屋事務所長
2024年　8月 小笠原修文公認会計士事務所　開設　代表（現任）
2024年　9月 ㈱SAKURA CPA Network　設立　代表取締役社長（現任）
2025年　6月 当社 社外取締役監査等委員（現任）

（重要な兼職の状況）
小笠原修文公認会計士事務所　代表
株式会社SAKURA CPA Network　代表取締役社長

(選任理由および期待される役割の概要)
　小笠原修文氏は、数多くの企業の財務諸表監査、内部統制監査に携わっており、それらの経験と公認会計
士としての財務・会計分野の高度な専門知識を活用し、当社の監査の適切性、経営の透明性や信頼性の向上
を図るとともに、ガバナンスの強化を促進するため、監査等委員である社外取締役候補者に選任をお願いす
るものであります。

　

(注) 1. 当社は、各候補者との間に特別の利害関係はありません。また、当社は、小笠原修文氏が代表取締役社長を務める㈱
SAKURA CPA Networkおよび代表を務める小笠原修文公認会計士事務所との間に特別の利害関係はありません。

2. 鈴木正己氏の「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」の欄には、当社の親会社である東海東京フィナン
シャル・ホールディングス㈱およびその子会社における、現在または過去10年間の業務執行者であるときの地位および担
当を含めて記載しております。

3. 広井幹康氏および小笠原修文氏は、社外取締役候補者であります。
4. 当社は、非業務執行取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、非業務執行取締役との間で損害賠償責任を限定する

契約を締結できる旨を定款で定めております。
　当社は、鈴木正己氏、広井幹康氏および小笠原修文氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏が監査等委員である取締役に再任された場合、当該契約を継続す
る予定であります。
　その契約内容の概要は次のとおりであります。

・非業務執行取締役が当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を
負う。

・上記の責任限定が認められるのは、非業務執行取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過
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監査等委員である取締役選任議案

失がないときに限るものとする。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の

内容の概要は、招集ご通知25頁に記載のとおりです。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、各候補者
は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新
を予定しております。

6. 当社は、広井幹康氏および小笠原修文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお
り、両氏が再任された場合には、引き続き独立役員として指定する予定であります。

14
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スキルマトリックス

氏名 当社における地位等
第84期における
取締役会への

出席状況

経験および専門性

企業経営 証券・金融
ビジネス

コンプラ
イアンス

財務・
会計

法務・リスク
マネジメント

人事・
労務

すず

鈴
き

木　
たく

卓
や

也 代表取締役社長 92％
(11回／12回) ○ ○ ○ ○

すず

鈴
き

木　
ま さ

雅
ひ と

人 代表取締役副社長 100％
(10回／10回) ○ ○ ○ ○

な か

中
む ら

村　
あき

昭
ひこ

彦 取締役 社 外 独 立
　

83％
(10回／12回) ○ ○ ○ ○

やま

山
だ

田　
ひさ

尚
たけ

武 取締役 社 外 独 立
　

100％
(12回／12回) ○ ○ ○ ○

すず

鈴
き

木　
まさ

正
み

己 監査等委員（常勤） 100％
(12回／12回) ○ ○ ○

ひ ろ

広
い

井　
み き

幹
や す

康 監査等委員 社 外 独 立
　

100％
(12回／12回) ○ ○ ○ ○

お

小
がさ

笠
わら

原
 

 
しゅ

修
ぶん

文 監査等委員 社 外 独 立
　

100％
(10回／10回) ○ ○ ○ ○

(ご参考)
スキル・マトリックス（取締役の有する経験および専門性）

　本総会における第１号議案および第２号議案が承認可決された場合の当社取締役が有する経験および専門性は、以下のとおりで
あります。

(注) 1. 山田尚武氏は弁護士であります。
2. 小笠原修文氏は公認会計士であります。

以上
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事業の経過および成果、設備投資の状況、資金調達の状況

1 会社の現況

事業報告（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

(1) 事業の経過および成果
　当事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）のわが国経済は、食料品を中心とする物価上昇の継続
や、米国の通商政策を巡る不透明感等が景況感の下押し要因となったものの、企業収益の改善を背景とした賃上げの
動きや、政府による各種経済対策等に支えられ、総じて底堅く推移しました。他方、一部地域における地政学的リス
クの高まりを背景として、エネルギー価格が不安定な動きを示す場面もあり、今後の国内経済および物価動向への影
響については、引き続き注視が必要な状況となっております。
　海外経済につきましては、米国の通商政策の影響は総じて限定的なものにとどまる中、米国経済は堅調な個人消費
および設備投資を背景に、概ね安定した成長を維持しました。一方、ユーロ圏では、主要国における景気の伸び悩み
を背景として、低成長の状況が継続しました。また、アジア地域においては、インド経済が引き続き比較的高い成長
率を維持したものの、中国経済は内需の弱さ等を背景に、成長ペースが緩やかに推移しました。
　国内株式市場においては、期初に35,900円台で始まった日経平均株価が、米国の通商政策を巡る不透明感等を背
景に一時下落する場面が見られました。その後は、政策動向に対する懸念の後退や、ＡＩ関連分野への期待感の高ま
り等を受けて持ち直し、上昇基調で推移しました。期末にかけては、海外情勢の不透明感等を背景に調整局面とな
り、当事業年度末には51,000円台で取引を終えました。なお、2025年４月から2026年３月までの東証プライム市
場における１日当たり平均売買代金は６兆7,015億円となり、前年同期（５兆631億円）を上回りました。
　米国株式市場においては、期初に41,800ドル台で始まったダウ平均株価が、通商政策を巡る先行き不透明感等か
ら下落する局面が見られたものの、その後は、堅調な景気動向や企業業績を背景に回復基調で推移しました。期中に
は史上最高値を付ける場面も見られましたが、期末にかけては地政学的リスクの高まり等を背景に調整し、当事業年
度末には46,300ドル台で取引を終えました。
　このような状況の下、当社では地域に密着した対面による提案営業をビジネスの柱とし、お客様の最善の利益を追
求すべく、国内外の株式、投資信託および債券など、ニーズに合わせた商品ラインナップの拡充を図っております。
また、地元企業や自治体の役職員を対象としたセミナーを通じて金融リテラシーの向上を後押しするとともに、将来
にわたって安心安全なお取引を続けていただくために「家族サポート証券口座」の取扱いを開始するなど高齢社会に
おいて求められるきめ細やかなサービスをご提供することで、地域に根差したお客様本位の業務運営を行っておりま
す。
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事業の経過および成果、設備投資の状況、資金調達の状況

　以上の結果、当事業年度の業績は、営業収益35億76百万円（前期比16.0％増）、純営業収益35億60百万円（同
15.7％増）、営業利益７億39百万円（同67.5％増）、経常利益10億６百万円（同68.0％増）、当期純利益６億84
百万円（同74.4％増）となりました。
　また、業績の概要は以下のとおりであります。

① 受入手数料
　当事業年度の受入手数料は、27億18百万円（前期比20.9％増）となりました。その内訳は以下のとおりであ
ります。
1）委託手数料
　「委託手数料」は、17億77百万円（同40.7％増）となりました。これは主に、株式の委託手数料が17億
57百万円（同42.2％増）となったことによるものです。

2）募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
　「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」は、５億96百万円（同15.6％減）となりま
した。これは主に、投資信託の販売手数料の減少によるものです。

3）その他の受入手数料
　「その他の受入手数料」は、３億44百万円（同23.5％増）となりました。これは主に、投資信託の信託報
酬の増加によるものです。

② トレーディング損益
　「トレーディング損益」は、７億37百万円（同3.2％増）となりました。これは主に、株券等トレーディング
損益の増加によるものです。

③ 金融収支
　金融収支は、１億４百万円の利益（同8.3％減）となりました。これは、「金融収益」が１億20百万円（同
1.5％増）、「金融費用」が16百万円（同229.0％増）となったことによるものです。
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事業の経過および成果、設備投資の状況、資金調達の状況

④ 販売費及び一般管理費
　販売費及び一般管理費は、28億20百万円（同7.0％増）となりました。これは主に、「人件費」が１億40百
万円増加し15億54百万円（同10.0％増）、「事務費」が25百万円増加し５億49百万円（同4.9％増）、「取引
関係費」が22百万円増加し３億46百万円（同6.8％増）となったことによるものです。

⑤ 営業外損益
　営業外損益は、２億67百万円の利益（同69.2％増）となりました。これは主に、「投資有価証券売却益」お
よび「受取配当金」によるものです。

⑥ 特別損益
　特別損益は、４百万円の損失となりました。これは主に、「金融商品取引責任準備金繰入れ」によるもので
す。

(2) 設備投資の状況
　当事業年度の設備投資の総額は22百万円であり、その主なものは、パソコンの更改等に係る設備投資でありま
す。

(3) 資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　わが国において、2025年12月末時点の個人金融資産は2,351兆円に達しており、新NISA制度の普及・拡充を
背景に、資産形成・資産運用の重要性は一層高まっています。一方、国内外におけるマーケット環境は複雑化して
おり、お客様一人ひとりの状況に応じた「最善の利益の追求」に基づく対応が求められています。
　このような状況のもと、当社は地域に密着した対面営業を通じて、
　・資産性格を鑑みた適切な助言
　・的確な金融商品の提案
　・適時投資情報の提供
を行い、お客様の資産形成・資産運用を支援するとともに、企業価値の向上を目指しています。

　また、わが国における少子高齢化の進行は、世代間の資産移転の必要性を高めており、相続・贈与を含む資産承継
への対応が重要な課題となっています。当社では、「家族サポート証券口座」や「有価証券を活用した贈与スキー
ム」について、外部専門家と連携しながら助言・支援を行い、課題解決に対応しています。
　あわせて、法令等を踏まえたコンプライアンスおよびサイバー攻撃を含むリスク管理態勢の高度化を進めるととも
に、お客様の資産および情報を適切に管理する内部管理・ガバナンス体制の一層の充実を図っています。
　さらに、2025年4月から2028年3月までを対象期間とする中期経営計画を策定し、
　・資産運用の高度化
　・資産形成支援の強化
　・世代間の円滑な資産承継
を重点施策として掲げ、営業基盤の拡大、推進体制の強化および収益構造の安定化を進めています。

　当社は、基本理念「未来の安心のために」のもと、これらの課題に着実に対応し、持続的な成長と企業価値の向上
を目指します。

【基本理念】
　　「未来の安心のために」
　≪お客様へ≫　堅実な資産形成と喜びを
　≪株主様へ≫　永続的な成長と喜びを
　≪従業員へ≫　考え働く幸福と喜びを
　≪社 会 へ≫　地元愛知への貢献と喜びを

【基本方針】
　≪経営≫　透明性の高い明確なコーポレート・ガバナンスの確立
　≪営業≫　お客様を第一に考えた収益の最大化の確立
　≪管理≫　業務水準の均一化による付加価値向上の確立
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財産および損益の状況の推移

3,082
2,502

3,262
3,576

第83期
（2024.4.1～2025.3.31）

第82期
（2023.4.1～2024.3.31）

第81期
（2022.4.1～2023.3.31）

第84期（当期）
（2025.4.1～2026.3.31）

（単位：百万円）営業収益

2,497

3,258 3,077
3,560

第83期
（2024.4.1～2025.3.31）

第82期
（2023.4.1～2024.3.31）

第81期
（2022.4.1～2023.3.31）

第84期（当期）
（2025.4.1～2026.3.31）

（単位：百万円）純営業収益

129

768
599

1,006

第83期
（2024.4.1～2025.3.31）

第82期
（2023.4.1～2024.3.31）

第81期
（2022.4.1～2023.3.31）

第84期（当期）
（2025.4.1～2026.3.31）

（単位：百万円）経常利益

62

517
392

第83期
（2024.4.1～2025.3.31）

第82期
（2023.4.1～2024.3.31）

第81期
（2022.4.1～2023.3.31）

第84期（当期）
（2025.4.1～2026.3.31）

684
（単位：百万円）当期純利益

15.68

129.74
98.28

171.40

第83期
（2024.4.1～2025.3.31）

第82期
（2023.4.1～2024.3.31）

第81期
（2022.4.1～2023.3.31）

第84期（当期）
（2025.4.1～2026.3.31）

（単位：円）1 株当たり当期純利益

9,917

7,593

11,326

7,832

9,288

7,354

12,446

8,208

第83期
（2024.4.1～2025.3.31）

第82期
（2023.4.1～2024.3.31）

第81期
（2022.4.1～2023.3.31）

第84期（当期）
（2025.4.1～2026.3.31）

■総資産　■純資産

（単位：百万円）総資産 /純資産

区　分 第81期
2022.4.1～2023.3.31

第82期
2023.4.1～2024.3.31

第83期
2024.4.1～2025.3.31

第84期（当期）
2025.4.1～2026.3.31

営業収益 2,502 3,262 3,082 3,576
(内受入手数料) 1,664 2,315 2,248 2,718
(内トレーディング損益) 765 881 714 737
純営業収益 2,497 3,258 3,077 3,560
経常利益 129 768 599 1,006
当期純利益 62 517 392 684
1株当たり当期純利益 15円68銭 129円74銭 98円28銭 171円40銭
総資産 9,288 11,326 9,917 12,446
純資産 7,354 7,832 7,593 8,208

(5) 財産および損益の状況の推移

(単位：百万円)

(注) 1株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平均の発行済株式総数で算定しております。
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重要な親会社および子会社の状況

(6) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況
　当事業年度末において、当社議決権の43.6％を所有する東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会
社（以下、本項では「東海東京ＦＨ株式会社」という。）は筆頭株主であり、会社法施行規則に規定する実質支
配力基準に基づく親会社であります。
　親会社である東海東京ＦＨ株式会社との間で、当社の重要な財務および事業の方針に関する株主総会決議事項
および経営上の重要事項に関し、その重要性に応じて事前協議または事後報告を経ることを合意しております。
具体的な事業運営に関しては、当社独自の経営判断と意思決定が行われている状況であり、自主性・独立性が確
保されているものと考えております。
　また、当社は、当事業年度において親会社の子会社である東海東京証券株式会社との間で有価証券の売買等の
取引を行っておりますが、取引・契約条件等は市場実勢等を勘案して決定しております。当社取締役会は、
2026年４月30日開催の取締役会にて、当事業年度における東海東京証券株式会社との取引が市場実勢等を勘案
して行われており、当社の利益を害するものでないことを確認したうえで、取引の適正性・妥当性を判断してお
ります。

② 子会社の状況
　該当事項はありません。

③ その他
　該当事項はありません。
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主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

(7) 主要な事業内容（2026年3月31日現在）

① 有価証券の売買
② 有価証券の媒介、取次ぎまたは代理
③ 有価証券の引受けおよび売出し
④ 有価証券の募集および売出しの取扱い
⑤ その他金融商品取引業に付随する業務

名古屋市中区新栄町二丁目4番地

西尾支店 愛知県西尾市熊味町南十五夜3番地

蒲郡支店 愛知県蒲郡市港町1番1号

安城支店 愛知県安城市末広町８番４号

庄内支店 名古屋市西区庄内通三丁目5番地

(8) 主要な営業所（2026年3月31日現在）

① 本店

② 支店

従業員数 前事業年度末比増減
138名 １名減

(9) 従業員の状況（2026年3月31日現在）

借入先 区分 借入額
日本証券金融株式会社 信用取引借入金 ３億93百万円

(10) 主要な借入先の状況（2026年3月31日現在）

(11) その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

2 会社の株式に関する事項（2026年3月31日現在）

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 1,741,666 43.63
豊証券株式会社 311,300 7.79
野村プロパティーズ株式会社 217,700 5.45
中　村　吉　孝 200,000 5.01
細　川　幸　祐 136,000 3.40
山　口　秀　明 53,600 1.34
株式会社ファンドクリエーション 41,200 1.03
野村證券株式会社 33,100 0.82
里　野　泰　則 30,600 0.76
丸八証券従業員持株会 29,324 0.73

(1) 発行可能株式総数 8,000,000株
(2) 発行済株式の総数 4,042,970株
(3) 株主数 5,555名
(4) 大株主（上位10名）

(注) 1. 自己株式を51,890株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況
　該当事項はありません。

3 会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項

会社における地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 鈴　木　卓　也

代表取締役副社長 鈴　木　雅　人

取締役 中　村　昭　彦

株式会社三菱UFJ銀行　顧問
中部国際空港株式会社　社外取締役
テレビ愛知株式会社　社外取締役
東邦ガス株式会社　社外監査役
東海テレビ放送株式会社　社外監査役

取締役 山　田　尚　武
弁護士法人しょうぶ法律事務所　代表社員
リーガルAI株式会社　代表取締役
VTホールディングス株式会社　社外取締役

取締役
常勤監査等委員 鈴　木　正　己

取締役
監査等委員 広　井　幹　康

取締役
監査等委員 小 笠 原　修 文 小笠原修文公認会計士事務所　代表

株式会社SAKURA CPA Network　代表取締役社長

(1) 取締役の状況（2026年3月31日現在）

(注) 1. 中村昭彦氏、山田尚武氏、広井幹康氏および小笠原修文氏は、社外取締役であります。
2. 山田尚武氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 小笠原修文氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 当社は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため鈴木正己氏を

常勤の監査等委員として選定しております。
5. 当社は、中村昭彦氏、山田尚武氏、広井幹康氏および小笠原修文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け

出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と監査等委員である取締役を含む非業務執行取締役5名（中村昭彦氏、山田尚武氏、鈴木正己氏、広井幹康氏
および小笠原修文氏）は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契
約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保
険契約に係る保険料は、当社が全額を負担しております。

① 当該保険契約の被保険者の範囲
　当社の監査等委員を含むすべての取締役

② 当該保険契約の内容の概要
1）取締役等の個人被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為を含みます）に起因して、損害賠償請求

された場合の、法律上の損害賠償金および争訟費用を補償する。
2）個人被保険者に対してなされた損害賠償請求により個人被保険者が被った損害を会社が補償（会社補償）す

る場合、この会社補償についても補償する。

③ 当該保険契約により役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
　故意または重過失に起因する損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれ
ないように措置を講じております。
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会社役員に関する事項

(4) 当事業年度中の取締役の異動
① 退任

　2025年6月24日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって、原田学氏は取締役を退任いたしました。ま
た、丸山弘昭氏は監査等委員である取締役を退任いたしました。

② 就任
　2025年6月24日開催の第83期定時株主総会において、鈴木雅人氏は取締役に新たに選任され就任いたしまし
た。また、小笠原修文氏は監査等委員である取締役に新たに選任され就任いたしました。

③ 当事業年度の取締役の地位・担当等の異動
　上記の就任および退任を除き、該当事項はありません。

(5) 取締役の報酬等
① 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社取締役（監査等委員を除く）の報酬は、固定報酬である基本報酬（月例報酬）および業績連動報酬である
賞与で構成されており、決定方針等は2022年4月28日開催の取締役会で次のとおり決議されております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定さ
れた報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断し
ております。
1）固定報酬と業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針

　固定報酬と業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
2）固定報酬に関する方針

　当社の固定報酬は、各取締役（監査等委員を除く）の与えられる役割と責務に応じた額を、同業他社の報
酬、世間一般の水準、社員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定いたします。また、社外取締役（監査
等委員を除く）等の固定報酬は、各取締役（監査等委員を除く）の社会的立場、経験等を勘案して決定いたし
ます。なお、各取締役（監査等委員を除く）の固定報酬の額については、取締役会の承認により代表取締役社
長に一任し、代表取締役社長は、取締役報酬の決定方針等に則り決定いたします。
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3）業績連動報酬に関する方針
　当社の業績連動報酬は、賞与であります。賞与を支給するか否かについては、中期経営計画の進捗と当期の
利益状況、期末の財務状況、株主配当の額等を総合的に判断して決定いたします。また、賞与を支給する場合
は、前述の各項目を総合的に判断し、当期純利益の3～7％を支給総額といたします。
　なお、業績連動報酬の決定方針において当期純利益等を指標としている理由は、企業業績ならびに期間内の
成績を評価する基準として客観的であり、一般的にも定着している適切な指標と考えているためであります。
　また、賞与の個人別の支給額については、代表権を有する取締役が各取締役の固定報酬額を勘案し決定いた
します。

4）役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および決議の内容
　2016年6月28日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、年額2億
4,000万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人部分は含まない）、監査等委員である取締役の報酬限度
額は、年額3,600万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除
く）の員数は8名で、監査等委員である取締役の員数は3名です。

5）取締役（監査等委員を除く）の個人別報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、各取締役（監査等委員を除く）の固定報酬の額の配分の決定について、代表取締役社長である
鈴木卓也氏に一任しております。一任した理由は、当社の代表者として全部門を統括している立場であり、当
社全体の業績等を俯瞰しつつ、公平・公正な評価により取締役の報酬額を決定できると判断したためでありま
す。
　また、取締役会は、各取締役（監査等委員を除く）の業績連動報酬の額の決定について、代表取締役社長で
ある鈴木卓也氏および代表取締役副社長である鈴木雅人氏に委任しております。委任した理由は、両氏は当社
の代表取締役であり、当社業績等に関する責任を負うとともに、公平・公正な評価により取締役の報酬額を決
定できると判断したためであります。
　なお、代表取締役社長および代表取締役副社長に委任され決定した内容は取締役会にて適正性を確認してお
ります。
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会社役員に関する事項

6）取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額の決定過程における、取締役会の主な活動内容
　当事業年度の当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額の決定過程における取締役会の主な活動は次
のとおりです。
ⅰ）2025年6月24日開催の取締役会において、取締役報酬等の決定方針に則り、各取締役（監査等委員を除

く）の固定報酬の額について代表取締役社長鈴木卓也氏に一任いたしました。
ⅱ）2026年3月23日開催の取締役会において、取締役報酬等の決定方針に則り、業績連動報酬である賞与を

総額4,800万円支給することを決定いたしました。
ⅲ）2026年4月30日開催の取締役会において、各取締役（監査等委員を除く）に支給された固定報酬および

決定した業績連動報酬の額が、それぞれ取締役報酬等の決定方針に則った額であることの説明を受け、取締
役会は各取締役（監査等委員を除く）への配分に関する適正性を承認いたしました。

(注) 各取締役（監査等委員を除く）の固定報酬の額の決定および業績連動報酬である賞与の総額の決定については、2022年4月28日開催の
取締役会決議にて承認された「取締役の報酬等の決定方針等」に則って決定しております。

② 取締役（監査等委員）の報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社取締役（監査等委員）の報酬の決定方針等は2022年4月28日開催の取締役会で次のとおり決議されてお
ります。
1）常勤監査等委員である取締役の報酬の決定方針

　常勤監査等委員である取締役の報酬は、他の常勤取締役（監査等委員を除く）の報酬および社員給与等を総
合的に勘案し、監査等委員会で協議のうえ、決定いたします。

2）非常勤の監査等委員である取締役の報酬の決定方針
　非常勤の監査等委員である取締役の報酬は、各監査等委員である取締役の社会的立場、経験等を勘案し、監
査等委員会で協議のうえ、決定いたします。

③ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標および実績
　取締役（監査等委員を除く）に支給する業績連動報酬に係る指標の目標は特に定めておりません。
　当事業年度については、中期経営計画の進捗と当期の利益状況、期末の財務状況、株主配当の額等を勘案し、
業績連動報酬を支給いたしました。
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役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役員
の員数（名）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

104,890
（13,350）

56,890
（13,350）

48,000
（‐）

‐
（‐）

５
（２）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

23,640
（9,600）

23,640
（9,600）

‐
（‐）

‐
（‐）

４
（３）

合　計
（うち社外取締役）

128,530
（22,950）

80,530
（22,950）

48,000
（‐）

‐
（‐）

９
（５）

会社における地位 氏　名 兼職する法人名等 兼職の内容

社外取締役 中　村　昭　彦

株式会社三菱UFJ銀行
中部国際空港株式会社
テレビ愛知株式会社
東邦ガス株式会社
東海テレビ放送株式会社

顧問
社外取締役
社外取締役
社外監査役
社外監査役

　株式会社三菱UFJ銀行、中部国際空港株式会社、テレビ愛知株式会社、東邦ガス株式会社および東海テレビ放送株式会社と
当社との間に、特別な関係はありません。

社外取締役 山　田　尚　武
弁護士法人しょうぶ法律事務所
リーガルAI株式会社
VTホールディングス株式会社

代表社員
代表取締役
社外取締役

　弁護士法人しょうぶ法律事務所、リーガルAI株式会社およびVTホールディングス株式会社と当社との間に、特別な関係はあ
りません。

社外取締役
監査等委員 小 笠 原　修 文 小笠原修文公認会計士事務所

株式会社SAKURA CPA Network
代表

代表取締役社長

　小笠原修文公認会計士事務所および株式会社SAKURA CPA Networkと当社との間に、特別な関係はありません。

④ 当事業年度に係る報酬等の総額等

(6) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
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地　位 氏名 出席状況、発言状況および
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 中　村　昭　彦
　当事業年度に開催された取締役会12回のうち10回に出席し、金融機関にお
ける経営者としての経験を活かして発言を行い、経営全般にわたる意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

社外取締役 山　田　尚　武

　当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席し、2025年6月24日の
株主総会以降に開催された取締役会においては、取締役会議長として、議事を
中立・公正に進行し、議題設定や議論の整理を主導しております。また、弁護
士としての豊富な経験と専門知識を活かして、適宜、必要な発言を行っており
ます。

社外取締役
監査等委員 広　井　幹　康

　当事業年度に開催された取締役会12回、監査等委員会14回の全てに出席
し、取締役会においては、金融機関等での豊富な実務経験や経営者としての経
験を活かして発言を行うなど、経営全般にわたる意思決定の妥当性・適正性を
確保するための適切な役割を果たすとともに、監査等委員会において、当社の
管理体制全般について、適宜、必要な発言を行っております。

社外取締役
監査等委員 小 笠 原　修 文

　2025年６月24日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回、監査等
委員会10回の全てに出席し、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を
活かして発言を行い、特に企業会計について専門的な見地から、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たすとともに、当社
の財務会計全般について、適宜、必要な発言を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況
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5 会計監査人の状況

報酬の内容 報酬等の額（千円）
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 25,500

② 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 27,300

(1) 会計監査人の名称　EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約上、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を合理的に区分できないことか
ら、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移
ならびに過去の監査計画と実績の状況等を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報
酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項以外の業務である顧客資産の分別管理の法令遵守に関す
る保証業務を委託し対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当した場合、監査等委員全員の同意に基
づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株
主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性および職務の執行状況等の評価の結果、解任または不再任が
妥当と判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

(6) 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。
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6 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
Ⅰ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容
　当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制および監査等委員会の職
務執行のために必要な体制（内部統制システムの整備に関する基本方針）を2016年6月28日開催の取締役会におい
て、以下のとおり決定しております。

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 取締役および使用人が遵守すべき具体的行動基準として「倫理綱領」を制定し、基本理念、基本方針、倫理コ

ード、勧誘方針について定める。
② 社外取締役を選任し、経営に対する監視機能を充実させる。
③ 「コンプライアンス・プログラム」を制定し、コンプライアンス遵守を徹底する。
④ 社長直轄の内部監査室を設置し、業務監査を中心とした内部監査を実施する。
⑤ 「自主申告制度」ならびに「内部通報制度」等を整備し、違反行為の未然防止、早期発見に努める。
⑥ 反社会的勢力および団体に対して屈することなく、不当要求行為に対しては毅然たる態度で対応するため、

「反社会的勢力に対する基本方針」ならびに「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」を整備し、外部専門
機関と連携しながら関係を遮断する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　経営に関する重要文書や重要情報、営業機密情報、個人情報等について、「文書管理規程」、「個人情報の保護に
関する規程」、「情報管理規程」および「情報セキュリティーポリシー」等を整備して管理し、必要に応じて閲覧可
能な状態を維持する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　企業活動に潜在するリスクを識別し、その低減および危険発生の未然防止のためのリスクマネジメントを推進する
とともに、重大な危機が発生した場合に即応できるよう規程を整備し、委員会等を設置する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 執行役員制度により事業運営に関する迅速な意思決定および機動的な職務執行を推進する。
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② 取締役会の諮問機関として、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」および「懲戒審査委員会」
の3つの委員会を設け、法令遵守の状況やリスク管理の状況等について組織横断型の牽制機能を生かしながら監
視、監督を行う。

③ 業務分掌規程、職務権限規程等を整備し、権限および責任の明確化を図る。

(5) 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確
保するための体制

① 当社および親会社は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告の基本方針」を策定し、法令等に基づく
内部統制の整備、運用および評価をする体制を構築する。

② 当社および親会社は、それぞれの会社において連携担当部署を特定し、必要に応じて内部監査を実施し、業務
の適正を確保する。

(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項および当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立
性に関する事項

① 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、
補助すべき使用人を指名する。

② 監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に委譲され、取締
役（監査等委員である取締役を除く。）および他の使用人の指揮命令を受けることなく、独立性を確保するも
のとする。

(7) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告をするた
めの体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項および重大な法令・定款違反を発見した
ときは、法令・社内規程に従い、速やかに監査等委員会に報告する。

② 監査等委員は経営会議等の重要な会議に出席して意見を述べ、会議等に議題および検討事項を提出する等の権
限を有する。また、これらの会議を通じ、業務執行に係る監査等委員会への報告機能を確保する。

③ 監査等委員は、取締役および重要な使用人、会計監査人、内部監査室等にヒアリングし、業務執行状況につい
て説明を受け、意見交換を行い緊密な連携を保つことにより監査の実効性を確保する。
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④ 監査等委員会へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行
うことを禁止し、その旨を当社の取締役および使用人に周知徹底する。

(8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

① 監査等委員会は、監査の方針、監査の方法、監査費用の予算等について決定する。
② 監査等委員がその職務の執行に必要な費用の前払い等の請求をしたときは、職務の執行に必要でないと認めら

れた場合を除き、速やかにこれに応じる。

(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役会および使用人は、監査等委員会から会社情報の提供を求められたときは遅滞なく提供する。
② 監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士および公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。

Ⅱ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役・使用人の職務執行について
　当事業年度は取締役会を12回開催し、業務執行に関する重要事項を協議・決定するとともに上記に掲げた内部統
制システムの整備に関する基本方針および社内規程に従って、コンプライアンス委員会を12回、リスク管理委員会
を12回、懲戒審査委員会を５回開催したほか、コンプライアンス・プログラムに基づいて役職員の研修、商品勉強
会等を定期的に実施するなど、役職員の業務執行の適正性の確保に努めました。また、内部監査室はその運用状況に
ついてモニタリングを行いました。

(2) 監査等委員会の職務執行について
　当事業年度は監査等委員会を14回開催し、監査計画に基づき監査を実施しております。また、取締役会のほか、
経営会議等の重要な会議への出席や代表取締役、会計監査人ならびに内部監査室等と定期的に情報交換等を行い、取
締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。
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コーポレートガバナンス体制図（2026年３月31日現在）

株主総会
選任・解任 選任・解任

取締役会

経営会議

監査等

報告
報告

報告

選定・解職・監督

報告

会計監査人

相当性の判断

報告

リスク管理委員会

監査

指示・監督

監査等委員会

報告

選任・解任コンプライアンス委員会

各本部
・お客様本部
・商品本部
・マネジメント本部
・コンプライアンス本部

報告

会計監査

懲戒審査委員会

監査等委員である取締役

指示・監督

内部監査室

代表取締役
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7 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、企業価値の向上を踏まえた内部留保に
配慮しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本方針としております。
　当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき財務状況等を総合的に勘案し、2026年5月22日開催
の取締役会決議により、普通配当を１株当たり100円とさせていただきました。
　なお、当事業年度の支払配当の総額は3億99百万円で、配当性向は58.3％です。
(注) 当社は、2009年6月20日開催の第67期定時株主総会において、機動的な配当政策を図るため、定款に規定される剰余金の配当等の決定機関を

「株主総会」から「取締役会」に変更しております。
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科目 金額 科目 金額
資産の部
流動資産
現金及び預金
預託金
顧客分別金信託

約定見返勘定
信用取引資産
信用取引貸付金
信用取引借証券担保金

立替金
短期差入保証金
前払費用
未収入金
未収収益
その他の流動資産
固定資産
有形固定資産
建物
器具備品

無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア

投資その他の資産
投資有価証券
出資金
従業員に対する長期貸付金
長期差入保証金
長期前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

9,588,637
3,795,074
1,600,000
1,600,000
253,398

3,592,822
3,589,893

2,929
15

100,000
36,651
74,539

134,699
1,436

2,858,247
194,541
139,359
55,182
7,972
100

7,872
2,655,733
2,124,649

1,000
2,200

420,133
3,393

79,891
42,465

△18,000 　

負債の部
流動負債 4,127,393
信用取引負債 565,845
信用取引借入金 393,546
信用取引貸証券受入金 172,299

預り金 2,386,775
顧客からの預り金 1,125,185
その他の預り金 1,261,590

受入保証金 435,614
未払金 78,081
未払費用 171,914
未払法人税等 319,123
賞与引当金 170,000
その他の流動負債 36
固定負債 83,101
資産除去債務 82,101
その他の固定負債 1,000
特別法上の準備金 27,890
金融商品取引責任準備金 27,890
負債合計 4,238,384
純資産の部
株主資本 8,279,260
資本金 3,751,856
資本剰余金 336,225
資本準備金 320,490
その他資本剰余金 15,734
利益剰余金 4,304,965
利益準備金 238,274
その他利益剰余金 4,066,691
繰越利益剰余金 4,066,691

自己株式 △113,787
評価・換算差額等 △70,759
その他有価証券評価差額金 △70,759
純資産合計 8,208,500

資産合計 12,446,885 負債・純資産合計 12,446,885

計算書類

貸借対照表（2026年3月31日現在） (単位：千円)

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

科目 金額
営業収益 3,576,319
受入手数料 2,718,705
委託手数料 1,777,309
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 596,815
その他の受入手数料 344,580

トレーディング損益 737,158
金融収益 120,454
金融費用 16,056
純営業収益 3,560,263
販売費及び一般管理費 2,820,779
取引関係費 346,293
人件費 1,554,977
不動産関係費 206,114
事務費 549,557
減価償却費 50,989
租税公課 59,673
その他 53,173
営業利益 739,483
営業外収益 270,641
投資有価証券売却益 229,335
受取配当金 41,086
その他 218
営業外費用 3,168
投資顧問料 1,926
支払手数料 1,075
その他 165
経常利益 1,006,956
特別損失 4,736
金融商品取引責任準備金繰入れ 4,736
固定資産除却損 0
税引前当期純利益 1,002,220
法人税、住民税及び事業税 366,363
法人税等調整額 △48,226
当期純利益 684,083

損益計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） (単位：千円)

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利益準備金
その他利益
剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金
当期首残高 3,751,856 320,490 15,734 336,225 214,327 3,646,020 3,860,348

当期変動額

剰余金の配当 23,946 △263,412 △239,466

当期純利益 684,083 684,083

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － 23,946 420,671 444,617

当期末残高 3,751,856 320,490 15,734 336,225 238,274 4,066,691 4,304,965

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △113,756 7,834,672 △241,031 △241,031 7,593,640

当期変動額

剰余金の配当 △239,466 △239,466

当期純利益 684,083 684,083
自己株式の取得 △30 △30 △30
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 170,272 170,272 170,272

当期変動額合計 △30 444,587 170,272 170,272 614,859

当期末残高 △113,787 8,279,260 △70,759 △70,759 8,208,500

株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
(単位：千円)

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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注記事項
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準および評価方法
　トレーディング商品に属する有価証券およびデリバティブ取引等については、時価法を採用し、売却原価は移動平均法により算
定しております。

(2) トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準および評価方法
　その他有価証券

1）市場価格のない株式等以外のもの
　決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価ないし償却原価との評価差額を全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法によっております。

2）市場価格のない株式等
　移動平均法に基づく原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１
日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　15年～24年
器具備品　５年～10年

（少額減価償却資産）
　取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採用しております。

② 無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(4) 引当金および準備金の計上基準
① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
　従業員に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

③ 金融商品取引責任準備金
　証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５に従い、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定め
るところにより算出した額を計上しております。
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(5) 収益および費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な業務における主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の
時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　1）委託手数料は、主に株式等の売買注文の取次ぎから生じる手数料であります。売買注文を流通市場に取次ぐ履行義務は約

定日等に充足されるため、当該一時点で収益を認識しております。
　2）引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は、有価証券の引受け、売出し（有価証券の買付けの申し込みま

たは売付けの期間を定めて行うものに限る。）または特定投資家向け売付け勧誘等を行ったことにより発行会社等から受
入れる手数料であります。一般的に、条件決定日に引受責任を負う義務等を充足したとして、当該一時点で収益を認識し
ております。

　3）募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、有価証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募もし
くは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行ったことにより引受会社等から受入れる手数料であります。一般的に、募
集等申込日に販売等の義務を充足したとして、当該一時点で収益を認識し、受益証券等で売買形式による場合は委託手数
料に準じて収益を認識しております。

　4）その他の受入手数料に含まれる投資信託の運用、管理により生じる委託者報酬および代行手数料は、投資信託の信託約款
に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合を収益として認識しております。

(6) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

　振当処理の要件を充たしている為替予約については、振当処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務等

③ ヘッジ方針
　外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
　為替予約の締結時に外貨建による同一金額で同一期日の為替予約を外貨建金銭債権債務等にそれぞれ振当てており、その後
の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているため決算日における有効性の評価を省略しております。
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２. 会計上の見積りに関する注記
(繰延税金資産の回収可能性)

① 当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産（純額）79,891千円

（繰延税金負債と相殺前の金額は103,997千円です。）
② 計算書類利用者の理解に資するその他の情報

1）算出方法
　将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得およびタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回
収可能性を判断しております。
　また、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」において、分類3に該当するとし
て、一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、将来の合理的な見積可能期間以内の見積課税所得の範囲内で計上して
おります。見積課税所得は翌事業年度の予算を基礎とし、一定のストレス値をかけた上で見積りを行っております。

2）主要な仮定
　課税所得の見積りの基礎となる主要な仮定は、予算およびストレス値となります。
ⅰ）予算

　予算は過去の実績をもとに、国内外における将来の相場の見通しやマーケット環境の変化、足元の資金の流出入状況や
顧客預り資産の推移等といった前提を考慮し、営業方針とともに決定しております。

ⅱ）ストレス値
　ストレス値は、収益および費用の過年度の予算達成率を参考に算出しております。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
　国内外における将来の相場の見通しやマーケット環境の変化の予測は不確実性が高く、課税所得の見積額が変動することに
より、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
　翌事業年度の実績値が、ストレス値をかけた予測値から想定以上に乖離し、所得が減少した場合には、繰延税金資産の取崩
しが発生する可能性があります。
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(1) 担保に供している資産および担保に係る債務
① 担保に供している資産

定期預金 100,000千円
② 担保に係る債務

短期借入金 －千円

(2) 差し入れた有価証券の時価額

信用取引貸証券 181,813千円
信用取引借入金の本担保証券 370,170

計 551,983

(3) 担保として差し入れを受けた有価証券および借り入れた有価証券の時価額
信用取引貸付金の本担保証券 2,971,454千円
信用取引借証券 2,880
受入保証金代用有価証券 1,548,781

計 4,523,116

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 365,421千円

営業取引による取引高
販売費及び一般管理費 7,951千円

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普通株式 4,042,970株 －株 －株 4,042,970株

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普通株式 51,870株 20株 －株 51,890株

３. 貸借対照表等に関する注記

（注）上記のほかに、信用取引借入金393,546千円の担保として短期差入保証金100,000千円および保管有価証券119,672千
円、為替予約取引の担保として定期預金30,000千円を差し入れております。

４. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

（注）自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2025年5月23日

取締役会 普通株式 239,466千円 60.00円 2025年3月31日 2025年6月10日

（決議） 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2026年5月22日
取締役会 普通株式 利益剰余金 399,108千円 100.00円 2026年3月31日 2026年6月10日

賞与引当金 53,533千円
資産除去債務 25,853
投資有価証券評価損 22,029
未払事業税 19,444
金融商品取引責任準備金 8,782
繰延資産償却 8,399
その他 33,817
繰延税金資産　小計 171,861
評価性引当額 △67,863
繰延税金資産　合計 103,997

資産除去費用 △14,313
その他有価証券評価差額金 △9,465
その他 △327
繰延税金負債　合計 △24,106
繰延税金資産の純額 79,891

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰延税金負債
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７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社は、個人向けの対面営業による有価証券の売買等の媒介、取次または代理、募集・売出しの取扱いおよび株券トレーデ
ィング等の有価証券の売買等、金融商品取引業を中核とする投資金融サービス業を主な事業の内容としております。
　これらの事業は主として自己資金で行っておりますが、信用取引に係る資金については、証券金融会社からの資金調達もし
ております。また、将来の資金需要に備え、取引金融機関と当座貸越契約等を締結しております。
　資金運用については、短期的な預金の他、顧客の委託を受けて行う信用取引に係る株式買付代金の貸付業務および自己の計
算に基づき行うトレーディング業務等を行っております。
　デリバティブ取引については、外国証券の売買代金決済のため為替予約取引を行っており、投機目的の取引は行わない方針
です。

② 金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク
　当社が保有する金融資産は、主として、事業資金としての現金及び預金、顧客からの預り金等を法令に基づき信託する顧客
分別金の預託金、自己の計算に基づき保有する株券や債券等のトレーディング商品、純投資目的や事業推進目的で保有する投
資有価証券および顧客に対する信用取引貸付金等があり、金融負債は、主として、証券金融会社からの信用取引借入金があり
ます。
　預金については、ペイオフ対策として基本的には当座預金および普通預金（決済性預金）としております。また、預託金
（顧客分別金信託）については、その運用に対して元本補填のある信託契約となっております。
　保有するトレーディング商品および投資有価証券については、市場価格が変動することによる市場リスクや発行体がデフォ
ルト状態になる等の信用リスクに晒されています。
　信用取引貸付金については、担保として現金あるいは有価証券を徴求しておりますが、株式相場の急激な下落による信用取
引建玉に予想を超える評価損が発生した場合には、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。
　また、短期借入金および信用取引借入金については、業績悪化等により金融機関からの調達が困難となる場合や、通常より
も高い金利での調達を余儀なくされる資金流動性リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
1）信用リスクの管理

　信用取引に係る信用リスク管理については、社内規程に基づき、日々個々の顧客の担保管理を行っております。なお、当
社の信用取引残高の上限額については、半期ごとに取締役会で決定しております。
　投資有価証券に係る信用リスク管理については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直
しております。
　預金、顧客分別金信託に係る信用リスク管理については、国内の信用力の高い金融機関を中心に預け入れることを基本的
な方針としております。

2）市場リスクの管理
ⅰ）トレーディング商品および投資有価証券に係る市場リスク管理については、取締役会において運用の基本方針を定め、

当社の財務状況および市場環境などの変化に応じて適宜これを見直しています。それぞれの運用の基本方針に沿った社内
規程では、区分ごとおよび商品ごとにポジション枠を設け、一定の損失が発生した場合に決済するロスカットルールを定
めております。また、リスク管理担当部署においては、ポジションや損益両面から市場リスクについて定期的にモニタリ
ングを行い、経営陣等に報告しています。
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貸借対照表計上額 時価 差額
　投資有価証券 2,086,823 2,086,823 －

資産計 2,086,823 2,086,823 －
　デリバティブ取引（※1）

① ヘッジ会計が適用されていないもの （36） （36） －
② ヘッジ会計が適用されているもの（※2） （8） （8） －
デリバティブ取引計 （44） （44） －

(単位：千円)
区分 貸借対照表計上額

投資有価証券（非上場株式） 37,826
合計 37,826

ⅱ）市場リスクに係る定量的情報
　当社は、トレーディング商品および金融商品取引所に上場されている投資有価証券等について、自己資本規制比率を算
定する際の標準的方式を用いて、市場リスク相当額を算定しております。
　2026年3月31日（当期の決算日）現在、当社の市場リスク相当額は362,965千円であります。
　なお、2025年3月31日（前期の決算日）現在、当社の市場リスク相当額は313,797千円でありました。

3）流動性リスクの管理
　財務部にて資金管理表を作成し、日々経営陣に報告を行っております。また、必要に応じて金融機関から流動的な資金が
調達できる体制を構築しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金は注記を
省略しており、預金、預託金、約定見返勘定、信用取引資産、信用取引負債、預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似することから、注記を省略しております。

(単位：千円)

(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目は、（　）で示しております。
(※2) デリバティブ取引は、為替予約等の振当処理によるもので、ヘッジ対象とされている約定見返勘定等（外貨建金銭債権債務等）と一体として処

理されているため、その時価は約定見返勘定等に含めて記載しております。

(注)市場価格のない株式等は次のとおりであり、投資有価証券（非上場株式）は金融商品の時価情報の「投資有価証券」には含
まれておりません。
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注記事項

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 1,048,249 － － 1,048,249
　　上場投資信託 193,788 － － 193,788
　　投資信託 － 844,785 － 844,785
デリバティブ取引（注）
　通貨関連 － （36） － （36）

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しておりま

す。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象とな

る資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプット

を用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう

ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債
(単位：千円)

（注）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目は、（　）で示しております。

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債
該当事項はありません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
投資有価証券

上場株式および上場投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株式および上場投資信託は活発な市場で取引されて
いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。また、市場における取引価格が存在しない投資信託については、
解約または買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価と
し、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（注2）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
金銭債権については、１年以内の償還予定のもののみとなっております。

（注3）金銭債務の決算日後の返済予定額
金銭債務については、１年以内に返済予定のもののみとなっております。
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注記事項

種類 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

同一の親会
社を持つ会

社

東海東京証券
株式会社 該当なし

有価証券の
売買等

外国株券等の
国内店頭取引

（注）１
50,796,042

約定見返勘定
（資産）
（注）２

8,860

投資顧問
契約

投資助言サービス
に基づく資金の預入

（注）１・３
－

預け金
（資産）
（注）４

－

投資助言サービス
に基づく資金の回収

（注）１・４
596,596

８. 関連当事者との取引に関する注記
兄弟会社等

（注）1. 取引条件および取引条件の決定方針等
外国株券等の国内店頭取引については、時価を基準として適正と判断する価格を決定しております。投資顧問契約における取引金額につい
ては当社が設定した運用計画等に基づいて決定しております。

2. 約定見返勘定の期末残高については、資産と負債を相殺して記載しております。
3. 投資顧問契約における預け金の取引金額については、当期預け入れた金額を記載しております。
4. 投資顧問契約を2025年８月に終了したことに伴い、預け金はすべて回収いたしました。なお、保有有価証券についても当社へ移管いたし

ました。
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注記事項

受入手数料
委託手数料
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
その他の受入手数料

（うち、投資信託の代行手数料）

1,777,309
596,815
344,580

(339,867)

顧客との契約から生じる収益 2,718,705

その他の収益 857,613

営業収益 3,576,319

当事業年度

顧客との契約から生じた債権の残高（期首残高） 123,159

顧客との契約から生じた債権の残高（期末残高） 134,699

９. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）
(単位：千円)

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 (5) 収益および

費用の計上基準」に記載しております。

(3) 当事業年度および翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
顧客との契約から生じた債権の残高は以下のとおりです。

（単位：千円）

10. 1株当たり情報に関する注記
(1) 1株当たり純資産額 2,056円71銭
(2) 1株当たり当期純利益 171円40銭

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所
指定有限責任社員 公認会計士 伊加井　真　弓業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 刀　禰　哲　朗業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年5月15日

丸八証券株式会社
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、丸八証券株式会社の2025年4月1日から2026年3月
31日までの第84期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適応される規定を含む。）に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。

監査報告

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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計算書類に係る会計監査報告

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計
算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第84期事業年度における取締役の職務の執行に

ついて監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該

決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況

について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しま

した。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を

調査しました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理由に

ついては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監

査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説

明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記）及びその附属明細書について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す

る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社の子会社との間の取引について、当該取引をするにあたり当社の利益を害さ

ないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理

由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

丸八証券株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 鈴　木　正　己 ㊞
監査等委員 広　井　幹　康 ㊞
監査等委員 小 笠 原  修 文 ㊞

2026年5月22日

(注) 監査等委員広井幹康及び小笠原修文は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以　上
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地図

会場 名古屋栄ビルディング　12階 大会議室
（名古屋市東区武平町5－1）

交通機関の
ご案内

地下鉄東山線・名城線「栄」駅下車　5番出口より東へ徒歩約1分
※駐車場はありませんのでご注意ください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

定時株主総会会場ご案内図
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株主総会ご出席の株主様へのお土産はございません。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

車いすでご来場の株主様につきましては、会場内に専用スペースを設けております。
ご来場の際は会場スタッフがご案内いたします。


